
総務大臣

川端達夫殿

接続約款変更認可申請書

西相制第 6~ 号

平成文JS年 守月21日

郵便番号 540-8511 
おおさかふおおさかしちゅうおうくぱんぱちょう

住所 大阪府大阪市中央区，罵場町3番 15号

名称及び代表者の氏名

にしにつぼんでんしんでんわかぶしきがいしゃ

西日本電信電話株式会社

代表取締役社長大竹伸

登録の年月日及び番号

平成 16年4月 1日 第 234号

電気通信事業法第 33条第2項の規定により、別紙のとおり接続約款の変更の

認可を受けたいので申請します。

実施期日 |認可を受けた後、平成 23年 10月 1日より実施します。



電気通信事業法第33条第2項に基つく第 1種指定電気通信設備との接続に関する契約約款の一部改正

|日 新

第2 網改造料

1-1 網改造料の対象となる機能

|…路 I(略)、， 

第2 網改造料

1 -1 網改造料の対象となる機能

区 分 備考|

(1) ~ (63) (略) (略) (略)

(64) 特定サービスを利 加入者交換機において、当社又は協定事業者の特定サーピス

用主る通信を静別し (音声応答韮量を利用するサービスをいいます。)を利用す

て接続する機能 る通信を識別し、当該サービスを提供する電気通信事業者の

音声応答装置へ撞続する撞能

区 分 考備
一
働

血盟
この改正規定は、認可を受けた後、平成 23年 10月 1日より実施します。


